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表1　浸出性

項　　　目
品質規定

管類又は震災
対策用貯水槽

バルブ類

シアン化物イオン
及び塩化シアン
mg/L

日
本
水
道
協
会
検
査
通
則
の
別
表
１
に
よ
る

シアンの量に関し
て，0.001以下

ホルムアルデヒド
mg/L

0.008以下（暫定）

フェノール類 a）

mg/L

フェノールの量に
換算して，0.0005
以下 a）

有機物［全有機炭
素（TOC）の量］
mg/L

0.2以下

味 異常でないこと

臭気 異常でないこと

色度 0.5以下

濁度 0.1以下

エピクロロヒドリン
mg/L

0.005以下

アミン類　mg/L
トリエチレンテト
ラミンとして，0.01
以下

2,4－トルエンジアミン
mg/L

0.001以下

2,6－トルエンジアミン
mg/L

0.0005以下

トルエン　mg/L 0.2以下（暫定）

キシレン　mg/L 0.4以下（暫定）

残留塩素の減量
mg/L

0.7以下



注記�　表1　浸出性については塗料として評価基
準であり，製品としての基準値は各々の検査
施行要項による。

注 a）　当分の間，規定値を0.005以下とする。











付　　　則

この要項は，令和2年4月1日から実施する。


















